
⑥整備内容・期間・事業費 ・該当なし

令和５年 付帯工 ３０百万円

※記載内容は見込みであり内容は確定したものではない。

【事業位置図等】

令和３年 堤体工 ２００百万円

令和４年 洪水吐工、放水路工 １５０百万円

（事業費）

令和２年 測量・設計 ２０百万円

④総事業費 約４００百万円 ・早期着工の要望あり

（国費220百万円(5.5/10),県費136百万円（3.4/10）,市費等44百万円（1.1/10）  総 合 評 価 [貢献度ランク：a] ○

②着手年度 令和２年度 ③完成見込年度 令和５年度 ⑦事業計画の熟度 ○

・当事業規模、事業対象工種から、地震対策ため池防災工事で対応することが
妥当である。

（２）整備内容

①整備内容 堤体工Ｎ＝１箇所、洪水吐工Ｎ＝１式、放水路工Ｎ＝１式
⑥環境負荷等への配慮

百万円

・用排水能力向上率

　費用便益比（B/C）は、1.0を超えており、経済効率性は確保されている。

○
・工事の際は、環境等への影響を最小限にするよう措置を講じる。

④事業実施・規模の妥当性 ○(計画排水能力 41.3m3/s)÷(現況排水能力38.7m3/s)
＝1.06≧1.0※　 （※評価基準値）

・施設老朽度（使用年数86年）÷（耐用年数40年）
＝2.1≧1.0　※

百万円

□副次効果　○農地の保全　○既存施設の崩壊危険性の排除
○遊休農地の解消

・災害に強い施設に改善する上で必要な整備量としている。

⑤整備手法の有効性 ○

□副次目標　○農業用排水能力の向上

災害防止効果

61

○洪水被害危険度の軽減

百万円

百万円その他経費 -1・ため池決壊に伴う下流域への影響度　26点≧9点　※

②整備目標・効果

事業費用 368

工期

□主要目標

440 百万円

・ため池決壊の構造的危険度　84点≧67点　※ 806

百万円

②事業執行主体の妥当性（県が行うべきか） ○

経
済
効
率
性

③経済妥当性 ○

総事業費

維持管理費節減効果

百万円費用 429 百万円

Ｒ２～Ｒ５ 基準年 Ｒ１

便益 805

（１）事業概要 （３）事業の妥当性評価 妥当 ・ 妥当でない

①課題・背景 ①公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か） ○

小篠
おしの

事業主体地区名

・本地区の整備は防災を未然に防ぐための対策であり、また食料・農業・農村
基本法に位置づけられている農業の持続的発展および食料の安定供給に資する
ものであり行政が行うべきである。

山　梨　県大月市猿橋町小篠

⑤年度別の整備内容

・土地改良法施行令第50条1の3により県が事業主体となって行うべきである。

本ため池は大月市南東部に位置し、倉岳山・高畑山を源流とする沢水を水源とし、農
業用水確保のために重要な農業施設として位置づけられている。一方、本ため池は築造
が昭和8年と古く、ため池堤体の機能診断の結果、堤体が地震時に必要な所定の安全率
を満足しておらず、また洪水吐が豪雨時に必要な流下能力を確保していない事が判明し
た。堤体下流域には集落が近く、ため池堤体が決壊した場合、甚大な被害のおそれがあ
るともに用水の安定的な供給に支障を来すため、早期に耐震化対策を実施し、住環境の
安全を図るとともに、農業生産の維持及び農業経営の安定化を図るものである。

B/C＝1.9

令和元年度　公共事業事前評価調書（簡易型）
１．事業評価説明シート  （区分）　国補 ・ 県単

事業名 土地改良施設耐震対策事業 （国補） 事業箇所

調査に関する事前評価（未実施）調査に関する事前評価（Ｈ３０）



約５百万円（県費５百万円（10 /10））

２．添付資料シート（１）

中央自動車道
至 甲府

JR中央線

土地改良施設耐震対策事業 小篠地区 一般計画平面図

鳥沢駅

受益地

国道

県道

JR中央線

凡　 　例

小篠溜池

堤体改修　n=一式

洪水吐工　n=一式

取水工　 　n=一式

堤体工高　Ｎ＝1箇所

洪水吐工　Ｎ＝１式

放水路工　Ｎ＝１式

受 益 面 積 16ha

総 事 業 費 約4億円

主 要 工 事

事 業 概 要



２．添付資料シート（２）

イノシシによる爪痕

小篠ため池 全景

農地
宅地

小篠ため池

安定計算の結果、安全率が規定値を下回っている

ため池と受益地、宅地の位置関係劣化が激しい放水路

最小安全率Fs＝1.105 ×




